
お
知
ら
せ

募
　
　
集

くらしの情報

イ
ベ
ン
ト

就
　
　
職

相
　
　
談

午
前
７
時
～
午
後
７
時
の
う
ち

①
フ
ル
タ
イ
ム

７
時
間
45
分(

休
憩
時
間
60
分)

②
短
時
間
勤
務　
４
時
間
～

※
週
５
日
勤
務
・
日
・
祝
日
休
み

※
土
曜
勤
務
・
時
間
外
勤
務
有

■
勤
務
先

　
市
立
保
育
園

■
応
募
方
法

　
専
用
の
登
録
用
紙
ま
た
は
市
販

の
履
歴
書
に
写
真
を
貼
付
し
提
出

し
て
く
だ
さ
い
（
資
格
証
の
写
し

を
添
付
の
こ
と
）。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
こ
ど
も
福
祉
課

　
☎(

32)

８
９
０
３

就
職

　
臨
時
保
育
士
等
を
募
集
し
ま
す

■
応
募
資
格

　

保
育
士
資
格
、
保
健
師
資
格
、

看
護
師
（
准
看
護
師
）
資
格
の
い

ず
れ
か
の
資
格
を
お
持
ち
の
方

■
募
集
人
員

　
若
干
名

■
賃
金
等
（
時
給
）

保
育
士

①
フ
ル
タ
イ
ム

•

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
有

１
，
３
０
０
円

•

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15

分　
１
，
２
０
０
円

②
短
時
間
勤
務

•

早
朝
ま
た
は
夕
方
の
短
時
間

１
，
１
０
０
円

•

午
前
９
時
か
ら
10
時
の
間
に
勤

務
を
開
始
し
、
５
時
間
以
上
勤
務

１
，
０
５
０
円

保
健
師

　
１
，
２
０
０
円

看
護
師
（
准
看
護
師
）

　
１
，
１
０
０
円

※
通
勤
割
増
賃
金
・
時
間
外
勤
務

手
当
有
・
社
会
保
険
加
入

■
勤
務
日
・
勤
務
時
間

　
月
曜
日
～
金
曜
日

　
司
法
書
士
・
行
政
書
士
無
料

　
相
談

司
法
書
士
相
談

　
不
動
産
登
記
、
商
業
・
法
人
登

記
、
多
重
債
務
、
１
４
０
万
円
を

超
え
な
い
民
事
裁
判
手
続
き
、
成

年
後
見
関
係
な
ど
。

■
日
時　
８
月
８
日
㈬

　
　
　
　
９
月
12
日
㈬

　
　
　
　
午
前
10
時
～
正
午

■
相
談
時
間　

　
１
相
談
者
あ
た
り
概
ね
30
分
間

■
会
場　
ゆ
う
ゆ
う
館

■
定
員　
４
名(

事
前
予
約
制)

■
予
約
・
問
い
合
わ
せ
先

　
栃
木
県
司
法
書
士
会
小
山
支
部

　
本
多
絵
美　
☎(

37)

９
１
２
０

行
政
書
士
相
談

　
相
続
や
遺
言
、
農
地
転
用
、
開

発
行
為
、
成
年
後
見
等
に
つ
い
て

の
相
談
な
ど
。

■
日
時　
８
月
23
日
㈭

　
　
　
　
９
月
27
日
㈭

　
　
　
　
午
前
10
時
～
正
午

■
相
談
時
間　

　
１
相
談
者
あ
た
り
概
ね
30
分
間

■
会
場　
ゆ
う
ゆ
う
館

■
定
員　
４
名(

事
前
予
約
制)

■
予
約
・
問
い
合
わ
せ
先

　
行
政
書
士
会
小
山
支
部

　
生
田
目
安
夫

　
☎(

52)

２
３
５
０

　
（
ぜ
ろ
ぜ
ろ
な
な
の
ひ
ゃ
く
と

う
ば
ん
）

■
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
協
働
推
進
課

　
☎(

32)

８
８
８
７

　
ひ
と
り
親
家
庭
巡
回
就
業
相
談

　
県
ひ
と
り
親
家
庭
福
祉
連
合
会

で
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
就
業
支

援
を
目
的
と
し
て
、
巡
回
就
業
相

談
を
開
催
し
ま
す
。

■
日
時

　
９
月
４
日
㈫

　
午
前
10
時
～
正
午

　
午
後
１
時
～
３
時

■
会
場　
市
役
所

■
対
象
者

　

県
内
居
住
の
母
子
家
庭
の
母
、

寡
婦
、
父
子
家
庭
の
父
で
、
就
職

ま
た
は
転
職
を
希
望
し
て
い
る
方

■
申
込
期
限

　
８
月
27
日
㈪

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
こ
ど
も
福
祉
課

　
☎(

32)

８
９
０
３

相
談

　
全
国
一
斉
子
ど
も
の
人
権

　
１
１
０
番
電
話
相
談
開
設

　
宇
都
宮
地
方
法
務
局
と
栃
木
県

人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、
子

ど
も
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権

問
題
へ
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と

を
目
的
に
、
電
話
相
談
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

　
８
月
29
日
㈬
か
ら
１
週
間
を
全

国
一
斉
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

強
化
週
間
と
し
て
、
子
ど
も
の
人

権
問
題
に
詳
し
い
人
権
擁
護
委
員

が
、
い
じ
め
、
嫌
が
ら
せ
、
強
制・

強
要
、
暴
行
・
虐
待
等
さ
ま
ざ
ま

な
子
ど
も
の
人
権
問
題
を
め
ぐ
る

相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
悩
み
を
も
つ
児
童
・
生
徒
、
保

護
者
の
方
が
い
ま
し
た
ら
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
相
談
無
料
。
秘
密
は
厳
守
し
ま

す
。

■
日
時

　
８
月
29
日
㈬
～
９
月
４
日
㈫

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

※
土
日
は
午
前
10
時
か
ら
午
後
５

時
ま
で

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
フ
リ
ー

ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
０
１
２
０(

０
０
７)

１
１
０
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